
水道水質課　　  044-911-3005　　　044-900-9545

営業課　　  044-200-3359　　　044-200-3996

平成３０年度 水質検査計画を策定しました
安全で良質な水をお客さまにお届けするため、相模湖などの水源、浄水場及び給水栓（じゃ口）で定期的に水質を調査しています。
水質検査計画は、検査項目、検査をする頻度、検査地点などをお客さまにわかりやすく示し、適正で透明性の高い水質検査を実施することを目的に策定しています。

詳細については、上下水道局ウェブサイトでご覧いただけます。

給水栓（じゃ口）の水質基準項目と検査頻度

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物

鉄及びその化合物

銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物

マンガン及びその化合物

塩化物イオン

カルシウム、マグネシウム等（硬度)

蒸発残留物

陰イオン界面活性剤

ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

フェノール類

有機物（全有機炭素ＴＯＣの量）

pH値

味

臭気

色度

濁度

0.1mg/L以下

0.03mg/L以下

0.03mg/L以下

0.09mg/L以下

0.08mg/L以下

1.0mg/L以下

0.2mg/L以下

0.3mg/L以下

1.0mg/L以下

200mg/L以下

0.05mg/L以下

200mg/L以下

300mg/L以下

500mg/L以下

0.2mg/L以下

0.00001mg/L以下

0.00001mg/L以下

0.02mg/L以下

0.005mg/L以下

3mg/L以下

5.8 以上 8.6 以下

異常でないこと

異常でないこと

5度以下

2度以下

水 質 基 準 値項 目

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

12

4

4

4

適宜

適宜

4

4

12

12

12

12

12

12

検査頻度
（回 /年）

水 質 基 準 値項 目

1mL中集落数100以下

検出されないこと

0.003mg/L以下

0.0005mg/L以下

0.01mg/L以下

0.01mg/L以下

0.01mg/L以下

0.05mg/L以下

0.04mg/L以下

0.01mg/L以下

10mg/L以下

0.8mg/L以下

1.0mg/L以下

0.002mg/L以下

0.05mg/L以下

0.04mg/L以下

0.02mg/L以下

0.01mg/L以下

0.01mg/L以下

0.01mg/L以下

0.6mg/L以下

0.02mg/L以下

0.06mg/L以下

0.03mg/L以下

0.1mg/L以下

0.01mg/L以下

検査頻度
（回 /年）

12

12

4

4

4

4

4

4

12

4

12

12

4

4

4

4

4

4

4

4

12

4

4

4

4

4

一般細菌

大腸菌

カドミウム及びその化合物

水銀及びその化合物

セレン及びその化合物

鉛及びその化合物

ヒ素及びその化合物

六価クロム化合物

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物

ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

1,4-ジオキサン

ジクロロメタン

テトラクロロエチレン

トリクロロエチレン

ベンゼン

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

チェック！

チェック！

水質基準は人の健康への影響や生活への支
障が生じることがないよう法令により５１項
目が定められています。川崎市では、この水
質基準項目５１項目に加えて、さらに水質管
理目標設定項目、要検討項目等についても
検査を行っています。
なお、水質検査は水道水だけでなく、水源や
浄水場の原水（水道水になる前の水）でも
行っており、あわせて約１５０項目の検査を
しています。
水質検査計画に基づき検査を実施していま
すが、給水栓（じゃ口）についてはすべて水質
基準に適合していますので、安心してご使用
ください。

水質検査地点概要図

水質検査計画は、お客さまの
ご意見を反映していきます

水質検査計画に基づいて、平成３０年度の水質検
査を行い、その結果を公表するとともに、次年度の
水質検査計画に反映していきます。

ウェブサイトなど

電子メール、FAXなど

上下水道局

「水質検査計画」の策定

検査の実施

検査結果評価

見
直
し

公 表

公 表

質問・意見

お客さま

川崎市上下水道局では、納期限をより分かりやすくお伝えするために、平成３０年４月から検針時にお届けする「使用水量のお知らせ」を「使用水量のお知ら
せ兼納入通知書」に変更します。「使用水量のお知らせ兼納入通知書」には、「納期限」、「納期限までにお支払いされなかった場合の遅延損害金（水道料金）
と延滞金（下水道使用料）」について記載しています。なお、「使用水量のお知らせ兼納入通知書」ではお支払いできません。払込用紙によりお支払いされる場
合は、同封する納付書を取扱窓口（金融機関又はコンビニエンスストア）にご持参ください。

検針時にお届けする「使用水量のお知らせ」を変更します
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川崎市上下水道事業管理者
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納期限（※当該日が公金取扱金融機関の休業日であるときは、翌営業日となります。また、一部例外があります。）
○検針時の収納方法が納付書によるお支払で登録されている場合
　納入通知書の発行日の翌日から起算して14日目です。
○検針時の収納方法が口座振替又はクレジットカードによるお支払で登録されている場合
　水道料金及び下水道使用料の調定月の翌月11日です。

下水道使用料に不服がある場合
１　この通知書の下水道使用料に関する記載事項に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して
　３か月以内に、市長に対して審査請求をすることができます。
２　上記１の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して
　６か月以内に、川崎市を被告として（川崎市上下水道事業管理者が被告の代表となります。）処分の取消しの訴えを提起することができ
　ます。ただし、次の①から③までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起すること
　ができます。
　①　審査請求があった日から３か月を経過しても裁決がないとき。
　②　処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
　③　その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

納期限までに完納されなかった場合
○水道料金について
　水道料金が2,000円以上であるときは、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、水道料金の額（1,000円未満の端数があ
　るときは、これを切り捨てます。）に年5％の割合を乗じて計算した遅延損害金を納めていただきます。
○下水道使用料について
　下水道使用料が2,000円以上であるときは、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、下水道使用料の額（1,000円未満の
　端数があるときは、これを切り捨てます。）に次の割合を乗じて計算した延滞金を納めていただきます。
　　納期限の翌日から１か月を経過するまでの期間 ・・・・・・・ 年  7.3％
　　納期限の翌日から１か月を経過した日以後の期間 ・・・・・ 年14.6％
　※上記の割合は、当分の間、川崎市債権管理条例附則第３項に定める延滞金の割合の特例が適用されます。
　　詳しくは、川崎市上下水道局ウェブサイトをご覧ください。
※計算した遅延損害金・延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てます。
※遅延損害金・延滞金の全額が1,000円未満であるときは、その全額を切り捨て、遅延損害金・延滞金はかかりません。

川崎市上下水道局

かわさきの上下水道　No.31　平成 30 年 3月2

上下水道局のウェブサイトで各区の応急給水拠点マップがご覧になれます。 川崎市上下水道局　応急給水拠点


